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令和２年度における消費者相談の概況について 
 

令 和 ３ 年 ８ 月 

経 済 産 業 省 

消 費 者 相 談 室 

 

 経済産業省消費者相談室では、当省所管の法律、物資やサービスについて、消費者の方からの苦

情、相談、問合せ等を受け付け、助言や情報提供等の消費者相談業務を行っています。 

また、消費者の方から得られた情報を基に消費者をめぐる状況を把握し、これらを消費者行政に

的確に反映させるよう努めています。 

 令和２年度における消費者相談の概況は、以下のとおりです。 

 

１．消費者相談の動向 
 

○ 令和２年度に経済産業省消費者相談室で受け付けた消費者相談件数は７，７４２件（前年度

比４．１％増）となり、2 年連続で増加しました。 

受付窓口別では、経済産業本省への相談が２，４４７件（同▲５．０％）、経済産業局への

相談が５，２９５件（同８．９％増）でした。 

 

○ 相談者の属性別では、本人からの相談が３，７６７件（構成比４８．７％）と半数近くを占

め、引き続き最も多く、次いで消費生活センター等からの相談が３，４１６件（同４４．

１％）となっています。 

相談者の年代別では、年代が判明している３，１７１件（全相談件数の４１．０％）のうち、

５０歳代の方からの相談が７７２件（構成比２４．３％）と最も多く、次いで４０歳代の方か

らの相談が６８３件（同２１．５％）、７０歳代以上の方からの相談が５２７件（同１６．

６％）、６０歳代の方からの相談が５０５件（同１５．９％）、３０歳代の方からの相談が４０

８件（同１２．９％）の順となっています。 

 

○ 事項別では、「特定商取引法関係」の相談が４，９４８件（前年度比２０．９％増）、「先物

取引関係」の相談が５２件（同４２０．０％増）と増加しました。一方で、「割賦関係」の相

談が８５５件（同▲１２．３％）、「契約その他」の相談が３９９件（同▲５．９％）、「製品関

係」の相談が４２８件（同▲７．２％）、「個人情報関係」の相談が１８件（同▲２５．０％）、

「その他」の相談が１，０４２件（同▲２８．０％）と減少しました。 

また、全体構成比の６割強を占める「特定商取引法関係」（構成比６３．９％）の取引類型

別では、「訪問販売」の相談が１，２５２件（前年度比７．５％増）、「通信販売」の相談が１，

７９５件（同４７．１％増）、「電話勧誘販売」の相談が７１８件（同２５．１％増）、「特定継

続的役務提供」の相談が６２８件（同３．１％増）、「業務提供誘引販売取引」の相談が１０８

件（同４４．０％増）、「訪問購入」の相談が１２４件（同２９．２％増）と増加しました。一

方、「連鎖販売取引」の相談は３２３件（同▲９．０％）と減少しました。 
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２．令和２年度に寄せられた消費者相談の特徴 
 

【通信販売が引き続き最も多い取引類型に ～定期購入に関する相談増～】 

 「通信販売」は、１，７９５件で最も相談の多い取引類型となりました。中でも、いわゆる定期

購入に関する相談が前年度から３７４件増加し８０９件となりました。商品別に見ると、「健康食

品」が５８５件、「化粧品」が７７件となり、これらで 8 割強を占めました。 

 〔具体的事例〕 

 ・一度だけ購入したつもりが定期購入契約だったので解約したい。 

 ・定期購入契約を解約するためにかけた電話が繋がらない。 

 ・定期購入契約を解約したにも関わらず、料金を請求されている。 

 

【新型コロナウィルスに関する相談増】 

 新型コロナウィルスに関する相談が７７０件寄せられました。物資としてマスクに関する相談が

１８０件、消毒液に関する相談が４７件、次亜塩素酸水・次亜塩素酸ナトリウムに関する相談が２

０件寄せられました。また、債務の支払いや、事業者との契約トラブル等に関する相談も目立ちま

した。 

 〔具体的事例〕 

 ・マスクや消毒液の転売を規制することで、必要な人に物資が行き渡るようにしてほしい。 

 ・新型コロナウィルスの影響で収入が落ちてクレジットカードの請求料金を支払えない。 

 ・緊急事態宣言により学習塾が休塾したにもかかわらず、休塾のための費用を請求されている。 

 

【ウェブ会議アプリケーションを使った勧誘に関する相談増】 

 ウェブ会議アプリケーションを使った勧誘により契約に至ったという相談が前年度から１３０件

増加し１４５件となりました。特に、ＳＮＳをきっかけにウェブ会議アプリケーションへ誘導され

たという例が目立ちました。 

 [具体的事例]  

・ウェブ会議アプリケーションを使った無料セミナーで勧誘され、ＤＶＤを購入したが電話勧誘

販売に当たるか。 

・ウェブ会議アプリケーションを使った勧誘により、転売ノウハウに関する情報商材の契約をさ

せられたがクーリング・オフ可能か。
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３．消費者相談の類型ごとの動向 
 

主な類型ごとの内容は、以下のとおりです。 

   

①   割賦関係に関する相談では、相談件数は８５５件で、前年度と比較すると１２０件の減少

（前年度比▲１２．３％）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の１３．１％から

１１．０％となりました。 

   このうち、「割賦販売」（クレジットカードや個別クレジット等に関する相談）の相談件数は

７３３件で、前年度と比較すると４１件の減少（前年度比▲５．３％）となり、全相談件数に

占める割合は前年度の１０．４％から９．５％となりました。 

相談内容としては、「クレジット債務に係る手数料や一括返済等」が７２件（構成比９．

８％）、「解約関係」が７０件（同９．５％）、「不正利用・身に覚えのない請求」が４９件（同

６．７％）、「支払い督促」が４６件（同６．３％）となりました。 

商品別に見ると、「乗用自動車」が６４件（構成比８．７％）となり、前年度の５３件を上

回った上、商品別区分で最も多くなりました。次いで「運輸・通信サービス」が２７件（同３．

７％）、情報商材等の「情報処理・提供」が２４件（同３．３％）となりました。 

支払方法別に見ると、「一括払い」が１７１件（構成比２３．３％）と最も多く、次いで「個

別信用購入あっせん」が１３０件（同１７．７％）、「包括信用購入あっせん」が９５件（同１

３．０％）、「リボ払い」が８６件（同１１．７％）となりました。 

また、「前払割賦」の相談件数は１２２件で、前年度と比較すると７９件の減少（前年度比▲

３９．３％）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の２．７％から１．６％となり

ました。このうち、「冠婚葬祭互助会」に関するものが１１３件と９２．６％を占めています。 

 相談内容としては、「解約関係」が７６件（構成比６２．３％）となりました。具体的には、

「解約手数料が高い」、「解約手数料の計算方法が不明確だ」等の解約手数料に関する内容が２

８件、「本人が窓口に来ないと解約できないと言われた」等の解約方法に関する内容が１９件、

解約時の書類に関する内容が１４件等、解約のための手続きの妥当性に関する相談が多く見ら

れました。 

 （相談例 A 、Ｂを参照：２１頁、２４頁） 

 

②  訪問販売に関する相談では、相談件数は１，２５２件で、前年度と比較すると８７件の増加

（前年度比７．５％増）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の１５．７％から１

６．２％となり、通信販売に次いで相談の多い取引類型となっています。 

    相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が６４５件（構成比５１．５％）と最も多く、

「書面不交付・不備」が２１７件（同１７．３％）、「解約関係」が１２６件（同１０．１％）

と続き、これらで８割弱を占めています。 

商品別に見ると、商品の種類は多岐にわたりますが、主な商品としては、住宅リフォーム等

の「工事、加工」が２６０件、住宅設備の修理等の「修理・修繕、調整」が１７９件、シロア

リ駆除等の「医療・衛生サービス」が４９件となっています。       

（相談例Ｃを参照：２６頁） 

               

③  通信販売に関する相談では、相談件数は１，７９５件で、前年度と比較すると５７５件の増

加（前年度比４７．１％増）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の１６．４％か

ら２３．２％と増加し、最も相談の多い取引類型となっています。このうち、インターネット

を利用した通信販売に関する相談が８割強を占めています。 

   相談内容としては、「解約関係」が８４４件（構成比４７．０％）と最も多く、次いで「広告

表示（特定商取引法第１１条関連）」が２５０件（同１３．９％）となり、これらで６割強を占

めています。具体的には、「お試しのつもりで申し込んだ商品が定期購入になっており、高額な

料金を請求されている」、「定期購入契約の総額表示が分かりづらい等の理由から解約したい」
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といった相談が見られました。また、「解約したいのだが、インターネット通販サイトに住所や

電話番号等の記載がない」、「記載された電話番号にかけてもつながず、メールをしても返信が

ない」等の相談も見られました。 

  商品別に見ると、商品の種類は多岐にわたりますが、主な商品としては、健康食品を含む

「食料品」が７９８件、「頭髪・皮膚用化粧品」が１１２件、ゲームアプリ等の「運輸・通信

サービス」が５５件となっています。 

（相談例Ｄを参照：２９頁） 

 

④  電話勧誘販売に関する相談では、相談件数は７１８件で、前年度と比較すると１４４件の増

加（前年度比２５．１％増）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の７．７％から

９．３％となりました。 

   相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が３５６件（構成比４９．６％）と最も多く、

次いで「解約関係」が１１３件（同１５．７％）と続き、これらで６割強を占めています。 

   商品別に見ると、情報商材等の「情報処理・提供」が２２２件（構成比３０．９％）と最も

多く、次いで通信回線契約等の「その他の役務」が１５０件（同２０．９％）、健康食品等の

「食料品」が９９件（同１３．８％）となっています。 

（相談例Ｅを参照：３２頁） 

                                            

⑤   連鎖販売取引に関する相談では、相談件数は３２３件で、前年度と比較すると３２件の減少

（前年度比▲９．０％）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の４．８％から４．

２％となりました。 

 相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が６４件（構成比１９．８％）、「解約関係」が

５５件（同１７．０％）、「情報提供」が３５件（同１０．８％）となっています。 

   具体的には、「行政処分を受けた事業者との契約を解約したい」、「行政処分を受けた事業者が

セミナーを開いている」等、行政処分を受けた事業者に関する相談が多く見られました。 

商品別に見ると、「その他の役務」が６１件（構成比１８．９％）、「食料品」が５０件（同１

５．５％）、「頭髪・皮膚用化粧品」が３４件（同１０．５％）となっています。 

（相談例Ｆを参照：３５頁） 

                                  

⑥  特定継続的役務提供に関する相談では、相談件数は６２８件で、前年度と比較すると１３件

の増加（前年度比２．１％増）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の８．２％か

ら８．１％となりました。主な増加要因としては、エステティックに関する相談が２５４件と

なり、前年度と比較すると３６件増加（同１６．５％増）したこと等に起因しています。 

 相談内容としては、「解約関係」が２８８件（構成比４５．９％）と最も多く、次いで「クー

リング・オフ関係」が１４７件（同２３．４％）、「書面不交付・不備」が５６件（同８．

９％）となっています。中でも相談が多いのは、中途解約した場合の精算方法となっています。 

役務別では、「エステティック」が２５４件（構成比４０．４％）と最も多く、次いで「語学

教室」が８６件（同１３．７％）、「美容医療」が８０件（同１２．７％）、「学習塾」が７１件

（同１１．３％）、「結婚相手紹介サービス」が４４件（同７．０％）、「家庭教師」が３４件

（同５．４％）、「パソコン教室」が２４件（同３．８％）となっています。 

（相談例Ｇを参照：３８頁） 
  

⑦  業務提供誘引販売取引に関する相談では、相談件数は１０８件で、前年度と比較すると３３

件の増加（前年度比４４．０％増）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の１．

０％から１．４％となりました。 

相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が５０件（構成比４６．３％）と最も多く、次

いで「解約関係」が２８件（同２５．９％）となり、これらで 7 割強を占めています。   

商品別に見ると、コンサルティング契約等の「その他の役務」が３２件、情報商材等の「情
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報処理・提供」が２９件、「教養・娯楽」が１２件となっています。 

  （相談例Ｈを参照：４４頁） 

 
⑧  訪問購入に関する相談では、相談件数は１２４件で、前年度と比較すると２８件の増加（前

年度比２９．２％増）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の１．３％から１．

６％となりました。 

    相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が６７件（構成比５４．０％）と最も多く、次

いで「解約関係」、「書面不交付・不備」の相談がそれぞれ９件（同７．３％）となり、「勧誘・

強引」の相談が６件（同４．８％）となっています。具体的には、「クーリング・オフした商品

が転売され物品が返還されない」、「物品を売りたいと言って自宅に呼んだ場合、クーリング・

オフできないのか」、「買取商品の一部のみのクーリング・オフは可能か」等の相談が見られま

した。 

商品別に見ると、装飾品や貴金属が４０件、骨董品等の「美術工芸装飾品」が１０件となり

ました。 

（相談例Ｉを参照：４７頁） 
  

⑨  先物取引に関する相談では、相談件数は５２件で、前年度と比較すると４２件の増加（前年

度比４２０．０％増）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の０．１％から０．

７％となりました。 

相談内容としては、「取引していた商品先物取引業者と連絡が取れなくなった」、「電話勧誘が

しつこい商品先物取引業者がいるが、経済産業省の許可業者か」等の相談が見られました。 

なお、許可業者・登録業者に係る相談が４２件（構成比８０．８％）、無許可業者等に係る相

談は２件（同３．８％）、事業者不明等が８件（同１５．４％）となりました。 

商品別に見ると、金が 4 件で最多となりました。 

（相談例Ｋを参照：５２頁） 
 

⑩  製品関係の相談では、相談件数は４２８件で、前年度と比較すると３３件減少（前年度比▲

７．２％）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の６．２％から５．５％となりま

した。 

相談内容としては、顧客対応等の「サービス」が最も多く、次いで「品質性能」、「安全性」、

「表示」、「計量・価格」、「規格」の順となっています。 

商品別に見ると、「電気製品」が１６５件と最も多く、次いで「機械器具」が７８件と続き、

これらで６割弱を占めました。それぞれの詳細は以下のとおりです。 

「サービス」に関する相談は１６０件で、前年度と比較すると１６件の減少（前年度比▲９．

１％）となりました。商品別に見ると、「電気製品」が５９件と最も多く、次いで「機械器具」  

が３２件と続き、これらで６割弱を占めました。「電気製品」では電話機や電気掃除機に関する

もの、「機械器具」ではパソコンに関するものが多く、その相談内容は、製品の不具合や故障の

際のメーカー等の修理・保証に関するもの、パソコンの基本ソフトウェア（ＯＳ）の更新に関

するもの、部品の保有期間に関するもの、顧客対応に係る苦情・要望に関するものでした。 

「品質性能」に関する相談は８９件で、前年度と比較すると６件の減少（前年度比▲６．

３％）となりました。商品別に見ると、「電気製品」が４５件と最も多く、次いで「機械器具」

が１４件と続き、これらで７割弱を占めました。「電気製品」では電話機、電気洗濯機、テレビ、

電球に関するもの、「機械器具」ではパソコン、乗用自動車、自転車に関するものが多く、その

相談内容は、主に製品の不具合に関するものでした。 

「安全性」に関する相談は８０件で、前年度と比較すると１１件の減少（前年度比▲１２． 

１％）となりました。商品別に見ると、「電気製品」が３８件と最も多く、次いで「機械器具」  

が２３件と続き、これらで 8 割弱を占めました。「電気製品」では食器洗浄機、空気清浄機に関  

するもの、「機械器具」ではパソコン、ガス給湯器に関する相談が目立ちました。 
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「表示」に関する相談は６６件で、前年度と比較すると９件の増加（前年度比１５．８％増）

となりました。商品別に見ると、「電気製品」が２０件と最も多く、次いで「台所・家庭用品」

が１１件、「繊維製品」が７件と続き、これらで６割弱を占めました。「電気製品」ではＡＣアダ

プター等の接続器具に関する相談、「台所・家庭用品」ではマスク等の衛生用品に関する相談が

目立ちました。 

「計量・価格」に関する相談は２３件で、前年度と比較すると５件の減少（前年度比▲１７．

９％）となりました。商品別に見ると、電力、ガス等の「エネルギー」が１３件と過半数を占め、

その相談内容は、主に料金に関するものでした。 

「規格」に関する相談は１０件で、前年度と比較すると４件の減少（前年度比▲２８．

６％）となりました。商品別に見ると、電気洗濯機やエアコンに関する相談が寄せられました。 

                            （相談例Ｌを参照：５５頁） 

 

⑪  個人情報に関する相談では、相談件数は１８件で、前年度と比較すると６件の減少（前年度

比▲２５．０％）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の０．３％から０．２％と

なりました。 

相談内容としては、個人情報の管理に関する相談がほとんどであり、具体的には、「個人情報

が漏洩している」、「個人情報を目的外に利用されている」、「事業者が個人情報の削除に応じて

くれない」等の相談が見られました。 

なお、個人情報保護法に関する問合せや漏えい等事案への対応は、原則、個人情報保護委員

会に一元化されています。 

                           

⑫  契約その他に関する相談では、相談件数は３９９件で、前年度と比較すると２５件の減少

（前年度比▲５．９％）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の５．７％から５．

２％となりました。 

相談内容としては、「解約関係」が７２件で最も多く、「クーリング・オフ関係」が１８件、

「業者の信頼性」１６件と続きました。 

商品別に見ると、「電力」が３９件、「運輸・通信サービス」が３２件、「乗用自動車」が２５

件、「教育、エステ」が２３件となりました。 

 

⑬  その他では、相談件数は１，０４２件で、前年度と比較すると４０６件の減少（前年度比▲

２８．０％）となりました。 

相談内容は多岐にわたっていますが、新型コロナウィルス、給付金、電気通信サービス、不

動産、架空請求に関する相談が多く見られました。 

   商品別に見ると、マスク等の衛生用品が１０９件、運輸・通信サービスが８０件、食料品が

３２件と目立ちました。 
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経済産業省消費者相談室では、当省所管の法律、物資やサービスに関する相談に対して助言

等を行うほか、情報提供を受け付けています。 

また、寄せられた消費者相談のうち消費者事故に該当するおそれのあるものについては、消

費者安全法に基づき、相談者の個人情報に配慮した上でその概要を消費者庁に通知し、消費者

トラブル情報の一元化に努めています。 

なお、特定商取引法に違反する行為を行った事業者に対する行政処分の執行は、消費者庁が

権限委任し、その指揮監督下にある経済産業局と消費者庁が密接な連携の下、一元的に実施し

ています。詳しくは特定商取引法ガイド（http://www.no - trouble.go.jp/ ）をご覧ください。 

【消費者相談窓口の御紹介】 

 当省所管の法律、物資やサービスについてお困りのことがございましたら、以下の消費者相

談室までお気軽に御相談ください。  

なお、個別企業についてのお問合せや裁判で係争中のものに関しては、お答えできません。 

また、個別事案について仲介・あっせんは行っておりませんので、予め御了承ください。 

 

（経済産業省） 

   経済産業省（本省）   

   北海道経済産業局 

   東北経済産業局 

   関東経済産業局 

   中部経済産業局 

   近畿経済産業局 

   中国経済産業局 

   四国経済産業局 

   九州経済産業局 

   沖縄総合事務局経済産業部 

   

 

０３－３５０１－４６５７ 

０１１－７０９－１７８５ 

０２２－２６１－３０１１ 

０４８－６０１－１２３９ 

０５２－９５１－２８３６ 

０６－６９６６－６０２８ 

０８２－２２４－５６７３ 

０８７－８１１－８５２７ 

０９２－４８２－５４５８ 

０９８－８６２－４３７３ 

 

（申出制度） 

特定商取引法では、誰でも、特定商取引法に違反する可能性のある悪質な事業者について国

や都道府県へ情報提供し適当な措置をとるように求めることができます。 

詳細は、申出を希望する方への助言・指導等を行っている、特定商取引法に基づく指定法人

である(一財)日本産業協会までお問い合わせください（電話：０３－３２５６－３３４４ 受

付時間：１２：３０～１６：００ ※年末年始・土日祝日を除く）。 

なお、申出制度は具体的な消費者トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありませ

ん。申出に基づく調査の状況、結果についてはお答えしておりません。 

○本資料に関する問合せ先 

  経済産業省商務・サービスグループ 消費・流通政策課消費者相談室 

              消費者相談室長 濱田 

鎌谷、嶋崎、佐々木 （０３－３５０１－４６５７） 

http://www.no-trouble.go.jp/
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１．消費者相談件数（全体）   
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（２）属性別件数 
 

 

 

年代別相談件数の推移 
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（３）事項別件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） ⅰ）『製品関係』とは、「品質性能」、「安全性」、「サービス」、「表示」、「規格」、「計量・価格」に関する相談をいいます。 

ⅱ）『その他』とは、当省の所管する法令又は物資に直接該当しない相談をいいます。いわゆる「根拠のない請求等」もこれに含みます。 
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２．消費者相談件数（事項別） 

（１）「割賦関係」の相談件数の推移 
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（２）「特定商取引法関係」の相談件数の推移（類型別） 
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（３）「先物取引関係」の相談件数の推移 
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（４）「製品関係」の相談件数の推移 
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（5 ）「個人情報関係」の相談件数の推移 

 

 

 

 

 

（６）「契約その他」の相談件数の推移 
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令和２年度における消費者相談事例1  

 

（割賦販売） 

１．相談事例 

相談例 A  未成年の子どもがクレジットカードを作っていたが、支払が滞ってしまった    

１９歳の子どもが銀行に口座を作りに行った際に、クレジットカードを勧められたようで、勝手に

作ってしまった。そのクレジットカードを使ってインターネット通販で買物を繰り返す等していたよう

で、支払ができなくなり、クレジットカードの利用を停止されたようである。銀行やクレジットカード

会社に問い合わせたが、本人以外に契約の状況等は教えられないと言われてしまった。 

子ども自身の理解不足もあったとは思うが、そもそも未成年者がクレジットカードを作る際に、親の

承諾等は必要ないのか。銀行からもクレジットカード会社からも特に連絡は来ていないと思う。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 消費者が特定の販売業者等（加盟店）で商品等を購入することを条件に、クレジット会社が当該商

品等の代金を消費者に代わって販売業者等に立替払いをし、後日、消費者が当該代金をクレジット

会社に２ヶ月を超えて支払う取引を「信用購入あっせん」といいます。ここでは、消費者と販売業

者等（加盟店）の間には売買契約が、消費者とクレジット会社の間には立替払契約が結ばれていま

す。この「信用購入あっせん」には、クレジットカード会社が発行するクレジットカードを用いる

                                                
1 経済産業省消費者相談室に寄せられた相談を元に作成した想定事例です。 

割賦販売法では、未成年者のクレジット契約を禁止したり、未成年者がクレジット契約を締結

する際の親権者の事前同意を義務づける規定は設けられていません。 

ただし、同法では、過剰な与信の禁止や多重債務問題の解消を目的に、クレジット会社に対

し、クレジットカードの場合は発行、更新又は限度額を増額しようとする際に、個別クレジット

の場合は申込みの際に、指定信用情報機関を利用した「支払可能見込額調査」を行うことを義務

づけ、利用者の支払能力を超えるクレジット契約の締結を禁止しています。 

なお、同法に基づく認定割賦販売協会である一般社団法人日本クレジット協会では、業界の自

主ルールとして、未成年に対する与信判断にあたり、親権者の同意を得るよう留意する旨を定め

ています。 

民法改正により、成年年齢は、２０２２年３月３１日までは２０歳、２０２２年４月１日以降

は１８歳となります。クレジット契約を締結したり、利用する場合は、会員規約や利用明細等を

しっかり確認しましょう。これらの情報は紙の書面ではなく、電子メールやウェブサイト等の電

子的な方法で提供される場合もあります。 

債務の支払い遅延等は将来の与信に影響を及ぼす可能性があります。また、不正利用を防止す

るためにも、クレジット会社から提供される情報はこまめにチェックし、不明な点があれば、す

ぐにクレジット会社に確認しましょう。 

参 考 ２ 
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方式（包括信用購入あっせん（包括クレジット））と、いわゆるオートローン等商品等を購入するご

とに立替払契約を結ぶ方式（個別信用購入あっせん（個別クレジット））があります。 

 

◎ 割賦販売法に基づく「支払可能見込額調査」では、年収から生活維持費、クレジット債務等を除き、

返済履歴、購入された商品の価値等様々な要素を総合的に勘案して、年間での支払可能見込額が算

定されます。ただし、翌月一括払い（いわゆるマンスリークリア）については、包括クレジット、

個別クレジットとも、「支払可能見込額調査」を実施する義務が除外されます。 

〈包括クレジット〉 

 利用限度額 ＞ 支払可能見込額×９０／１００ ⇒ カード交付の禁止 

〈個別クレジット〉 

 年間支払額 ＞ 支払可能見込額 ⇒ 契約締結の禁止 

（法第３０条の２、第３０条の２の２、第３５条の３の３、第３５条の３の４） 

 

◎ 割賦販売法の一部改正（令和３年４月１日付け施行）に伴い、包括クレジットにおける「支払可能

見込額調査」の特例として「認定包括信用購入あっせん業者」が、１０万円以下の極度額のクレ

ジットカード発行業者に対して「登録少額包括信用購入あっせん業者」が創設されました。これら

の認定、登録の取得により、「支払可能見込額調査」によることなく、各クレジットカード会社の与

信審査手法による「利用者支払可能見込額調査」に基づいた与信が可能となります。ただし、過剰

与信を防止するため、事前チェック（技術・データを用いた与信審査手法、適正運用のための内部

管理体制の整備）、事後チェック（延滞率の適正管理等の定期報告、改善命令・認定取消し等）が課

せられます。また、「指定信用情報機関」の信用情報の使用義務・提供義務も、「支払可能見込額調

査」と同様に課せられます。 

（法第３０条の５の４～第３０条の６） 

 

◎ 「指定信用情報機関」は、クレジット会社が、消費者の他社のクレジット債務等の額や支払状況を

調査するために必要となる信用情報を提供しています。また、クレジット会社は、「指定信用情報機

関」に加入して、クレジット債務等の基礎特定信用情報を提供しなければならず、クレジット契約

を締結する際に、購入者等から、基礎特定信用情報の提供について同意を得る必要があります。な

お、「指定信用情報機関」では、信用情報として登録されている契約の内容や支払状況等について、

本人の申出による開示請求に応じています。 

（法第３５条の３の３６～５９） 

 

◎ 消費者の保護に支障を生じることがない場合には、一定の条件下で、「支払可能見込額調査」、「利用

者支払可能見込額調査」の要件が緩和されます。 

〈包括クレジット〉  

･ 限度額が３０万円以下のクレジットカードを発行する場合は、過剰な債務や延滞等がないこと

を「指定信用情報機関」の情報で確認することでクレジットカードの発行が可能です。※包括

信用購入あっせん業者のみ 

･ 海外旅行、引越費用、冠婚葬祭等の特定の目的のため、一定期間だけ、消費者の求めに応じて

利用限度額を増額する場合は、目的・使用場所を確認することで、「支払可能見込額調査」を行
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わず限度額の増額が認められます。 

･ クレジットカードを更新する場合、債務残高が５万円未満であれば、改めて「支払可能見込額

調査」をする必要はありません。 

 

  〈個別クレジット〉 

･ 家電や携帯電話等、店頭販売であって、比較的少額（１０万円以下）の生活に必要な耐久消費

財に係る個別クレジット契約については、過剰な債務や延滞等がないこと等を「指定信用情報

機関」の情報で確認することで、「支払可能見込額調査」を行わないことができます。 

･ 自動車等比較的高額であっても、生活に必要とされる耐久消費財については、消費者の生活実

態に関する丁寧な審査を前提として支払可能見込額を超える個別クレジットを利用できる場合

があります。 

･ 緊急医療費、介護用品等、生命・身体の保護を目的とした緊急に必要とされる商品・役務につ

いても、消費者の生活実態に関する丁寧な審査を前提として支払可能見込額を超える個別クレ

ジットを利用できる場合があります。 

（法第３０条の２、第３５条の３の３） 

 

◎ これまで、クレジットカード会社は、クレジットカードを交付等する際、取引条件に関する事項を

記載した書面（会員規約等）を、契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に関する事項を記載

した書面（利用明細書等）を、リボ払いの弁済金の支払いを請求するときは、あらかじめ、支払わ

れるべき弁済金の額等を記載した書面（請求書等）を、それぞれ消費者に交付しなければなりませ

んでした（消費者の承諾を取得すれば、電子による方法が可能。）。この点について、割賦販売法の

一部改正（令和３年４月１日付け施行）に伴い、ウェブの閲覧期間の設定等一定の条件の下で、電

子による情報提供義務（消費者の求めがあれば、書面交付を行う）に変更されました。 

（法第３０条、第３０条の２の３、第３０条の２の４） 
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（前払割賦） 

１．相談事例 

相談例Ｂ 一人暮らしをしている高齢の母が契約した互助会契約の解約手数料について     

甲地で一人暮らしをしている高齢の母を引き取ることになった。母は、４口の互助会契約を締結して

おり、３口は完納済みで、４口目の掛金の支払いを続けていた。これまでに総額約１２０万円を入金し

ている。１口完納するごとに新たな勧誘を受け、契約をしてきたようだ。 

居住地である乙地には、当該互助会業者がないため、４口まとめて解約したいと申し出た。すると、

「１口ずつそれぞれに解約手数料がかかり、総額約１８万円を差し引く。契約時に解約手数料がかかる

ことは説明している。」と言われた。しかし、母の記憶は曖昧で、契約書面も見当たらない。このよう

な高額な解約手数料を取られるのなら、預金しておけばよかったのにという心境になる。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 割賦販売法では、「前払式特定取引業」は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営

むことはできません（年間の取引額が１千万円未満の場合は除く。）。許可の基準の一つとして、契

約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合することが必要です。 

（法第３５条の３の６１、第３５条の３の６２において準用する第１５条、施行規則第１２３条） 

 

◎ 前払式特定取引契約約款の基準として、以下の事項等が規定されています。 

○ 事業者の名称及び住所、商品又は指定役務の種類等、契約金額（総額）、各回ごとの支払金額・

支払回数・支払時期・支払方法、契約約款の交付の時期及び交付の方法   

○ 記載すべき事項として以下が記載され、かつその内容が基準に合致すること 

・ 領収証の発行に関すること 

・ 商品の代金又は指定役務の対価の完済後の通知に関すること 

・ 商品の引渡し又は指定役務の提供の時期に関すること 

・ 購入者等が支払うべき契約金額以外の金銭に関すること 

・ 契約の解除に関すること 

・ 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること 

割賦販売法では、２月以上の期間にわたり、かつ、３回以上に分割して掛金を受領し指定役務の

施行を行う冠婚葬祭互助会は、「前払式特定取引業」として規制しており、年間取引額が１千万円に

満たない場合を除いて、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。許可に際しては、約款の内

容が同法施行規則で定める「前払式特定取引契約約款の基準」に適合している必要があります。 

この基準には、契約の解除に伴う損害賠償等の額に関して、購入者等の申出により契約を解除す

る場合、解約の手続による申出があった日から４５日以内の一定の期間内に、購入者が既に支払っ

た金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額の金銭を払い戻す旨が定

められていること、かつ、その額が購入者等が容易に計算することができる方法等により明確に表

示されていることとしています。しかし、解約手数料の金額等に関しては、同法には定めはないた

め、解約手数料の考え方や解約手続きについては、契約約款を確認することが必要です。 

契約約款が手元にない場合には、互助会業者に再交付を依頼してください。 
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（内容の基準） 

購入者等の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には当該契約解除の日から、購入者等

の申出により契約を解除する場合には契約解除の手続による申出の日から、それぞれ４５日以

内の一定の期間内に、購入者等が既に支払った金額から契約締結及び履行のために通常要する

費用の額を控除した額の金銭を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が購入者等が容易

に計算することができる方法により明確に表示されていること等 

・ 前払式特定取引契約約款の交付及び再交付に関すること 

（内容の基準） 

契約約款を交付する場合にあっては、交付時期、交付の方法が定められていること 

購入者等から当該約款の再交付を求められたときは、遅滞なく、当該約款を再交付する旨が定

められていること 

等 

 

○ 次の事項が記載されていないこと 

・ 前払式特定取引契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超

えて手数料を徴収すること 

・ 契約締結後に前払式特定取引業者が購入者等の同意を得ることなく契約内容の変更又は契

約金額の引上げを行うことができること 

・ 購入者等からの契約の解除ができない旨の特約 

・ 契約に係る商品又は指定役務の内容について、著しく事実に相違する事項若しくは実際の

ものよりも著しく優良であると人を誤認させるような事項又は商品又は指定役務の取引条

件について、著しく有利であると人を誤認させるような事項 

・ そのほか、法令に違反する特約又は購入者等に著しく不利となる特約等 

 

◎ 「割賦販売法（前払式特定取引）に基づく監督の基本方針－冠婚葬祭互助会編－」では、契約の解

除について、「手続を契約約款に定めたとおりに適切に行うこと」を求めています。また、「契約の

解除に際して、契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼす重要なものについて事実を告げ

ていること。また、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げないこと」、「契約の解除を

妨げるため、購入者等を威迫していないこと」、「契約の解除の申出を受けることを拒否し、又は不

当に遅延させていないこと」等を求めています。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1802kappuhanbaihoukantok

ukihonhoushin_maebarai.html  

 

  

https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1802kappuhanbaihoukantokukihonhoushin_maebarai.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1802kappuhanbaihoukantokukihonhoushin_maebarai.html
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（訪問販売） 

１．相談事例 

相談例Ｃ トイレの詰まりの修理のために呼んだ業者と高額な契約をしてしまった      

自宅のトイレが詰まってしまい、急いでインターネットで修理業者を検索し、電話をかけた。「トイ

レの詰まりの修理にいくらかかりますか。」と聞いたところ、住所と電話番号を尋ねられ、後で連絡す

ると言われた。その後、電話がかかってきて、「トイレの詰まりの修理は３，０００円から５，０００

円、便器を外す工事になると２０，０００円から２５，０００円です。」と言われたので、修理をお願

いした。 

修理業者が自宅に来てトイレを確認し、「ラバーカップだけなら７，０００円ですが、直らなかった

ら便器を外すので３２，０００円になります。どうしますか。」と言われた。思ったより高額だったの

で、「７，０００円の方でお願いします。」と言うと、「異物が奥の方に入り込むとトラックを呼んで工

事しますので、５０万円かかることになりますよ。」と言われた。脅されたように感じ、５０万円かか

ることになっても困るので、便器を外す工事を依頼した。 

修理業者が便器を外す修理をしたが、「直らないので、５０万円のトラックを呼ばなければならない

ようです。ただ、あなたが２０代なら１年保証付きの２５万円のプランがありますよ。」と言われた。

迷っているうちに、修理業者が契約書を取り出してきて、「ここの注意事項にチェックを入れてくださ

い。」等と言われ、サインをしてしまった。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

                                                
2 営業所等で締結された契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。具体的には、「キャッチセールス」（路上等

営業所以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合）や「アポイントメントセールス」（電話や郵便、ＳＮＳ

等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると誘って営業所等に呼び

出して契約させる場合）です。 

営業所等以外の場所において契約の申込みを受け、若しくは契約を締結して行う商品等の販売や

役務の提供は、特定商取引法の「訪問販売」2に該当します。自宅で勧誘を受け、自宅でトイレ修理

の契約を締結したのであれば、「訪問販売」に該当すると考えられます。 

なお、「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務

提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」は、書面交付義務やクーリング・オ

フ等の適用が除外されます。具体的には、購入者が「○○を購入するから来訪されたい」等、「契約

の申込み」又は「契約の締結」を明確に表示した場合の他、契約内容の詳細が確定していることを

要しないが、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該

契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合、「請求した者」に当たると解され

ています。 

代金は契約の成立に必要不可欠な要素ですので、本件のように事前表示額と実際の請求額に相当

な開きがあれば、通常、消費者が当初修理依頼をした段階では「契約内容の詳細」はもちろん、契

約内容の主要部分すら確定していなかったと考えられます。さらに、消費者は、当初修理を依頼し

た段階では、安価な事前表示額に係る契約を締結する意思しか有しておらず、実際に消費者宅で請

求された高額な請求額に係る契約を締結する意思は有していなかったことは明らかですので、「当該

契約」の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をしたとはいえないと考えられます。 

よって、本件のような事例については、通常、当該消費者は「請求した者」に該当せず、上記の

適用除外の対象外になるものと解されています。 
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３．参考 

◎ 特定商取引法では、販売業者等に氏名等の明示を義務づけています。販売業者等は、訪問販売を行

うときには、その勧誘に先立って、消費者に対し、販売業者等の氏名又は名称、契約の締結につい

て勧誘する目的であること、販売しようとする商品やサービス等の種類を明らかにしなくてはなり

ません。  

  （法第３条） 

 

◎ 販売業者等は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを

確認するよう努めなければなりません。消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、そ

の訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。 

  （法第３条の２） 

 

◎ 消費者から申込みを受けた際や契約を締結した際には、商品等の種類、販売価格、代金の支払時

期・方法、クーリング・オフに関する事項等について記載した書面を交付することが義務づけられ

ています。                       

（法第４条、第５条） 

 

◎ 訪問販売において、以下のような不当な行為は禁止されています。  

･ 売買契約等の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回（契約の解除）を妨げるた

めに、商品の種類や性能等について事実と違うことを告げること 

･ 売買契約等の締結について勧誘を行う際、商品の種類や性能等について故意に事実を告げない

こと 

･ 売買契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回（契約の解除）を妨げるために、相手を威迫し

て困惑させること 

･ 勧誘目的を告げない誘引方法（いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様

の方法）により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の

締結について勧誘を行うこと 

（法第６条） 

 

◎ 訪問販売において、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法定書面を受け取った日

から数えて８日を経過するまでは、消費者は販売業者等に対して、書面によりクーリング・オフが

できます。なお、販売業者等が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、

威迫することによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間

を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。 

（法第９条） 

 

◎ 消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を締結した場合、契約締結後１

年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます（ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の

事情があったときは除きます。）。なお、この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様の

清算ルールが適用されます。 
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（法第９条の２） 

 

◎ 販売業者等が、勧誘に際して、以下の行為をしたことにより、消費者が誤認して行った契約の申込

みや承諾の意思表示は、取消しができます。その行使期間は、追認をすることができる時から１年

間（契約締結の時から５年間）です。 

･ 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 

･ 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 

（法第９条の３） 

 

◎ クーリング・オフ期間の経過後、代金の支払い遅延等の消費者の債務不履行等を理由として契約が

解除された場合には、販売業者等から法外な損害賠償を請求されることがないように、販売業者等

が以下の額を超えて請求できないことを定めています（以下に法定利率による遅延損害金が加算さ

れます。）。 

･ 商品等が返還された場合、通常の使用料等の額（販売価格から転売可能価格を引いた額が、通

常の使用料等の額を超えているときにはその額） 

･ 商品等が返還されない場合、販売価格に相当する額 

･ 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額 

･ 商品等をまだ渡していない場合（役務を提供する前である場合）、契約の締結や履行に通常要

する費用の額 

（法第１０条） 

 

◎ 以下の場合には、訪問販売に関する規定が適用されません。 

･ 売買契約等の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの（事業者間取

引） 

･ 本邦外に在る者に対する商品の販売等 

･ 国又は地方公共団体が行う販売等 

･ 特別法に基づく組合等、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの構成員に対して行う販売

等 

･ 事業者がその従業者に対して行う販売等 

･ 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売 

･ 弁護士の行う業務 

･ 他の法律によって消費者保護が適切に図られると認められる商品の販売等（例：金融商品取

引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売等） 

･ なお、以下の場合には、特定商取引法第４条から第１０条までの規定が適用されません。 

･ その住居において売買契約等の申込みをし又は売買契約等を締結することを請求した者

に対して行う訪問販売 

･ 訪問販売の方法による販売等が日常生活の中に支障なく定着している場合 

等 
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（通信販売） 

１．相談事例 

相談例Ｄ 定期購入契約であることがわからなかった                    

ＳＮＳを見ていたら、「お試し初回限定３００円」と大きく表示されたサプリメントの広告に目がと

まった。広告をクリックし、チャットのような形式で１行ずつ案内されながら、氏名や住所等の入力を

進め、チャット画面がどんどん下に進んで行って、注文完了となった。 

後日、サプリメントが届いた。解約について記載された書面とコンビニ後払い用の請求書が同封され

ていた。確認したところ、商品の初回発送日から６日後に２回目として３ヶ月分のサプリメントを送付

するとあり、解約は次回商品の発送予定日の７日前までに連絡する必要がある。２回目の商品代金は４

４，０００円とあった。 

３００円のサプリメントを１回だけお試しで購入したつもりだったので、それ以外の支払いには応じ

たくない。広告から注文完了までの間に、定期購入であることや支払総額の表示はなかったように思う。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 通信販売は、隔地者間の取引であり、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記

載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そこで、

特定商取引法では、広告に表示する事項を次のように定めています。 

                                                
3 特定権利とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に係る取引において販売されるもので

あって政令で定めるもの、社債その他の金銭債権、株式会社の株式等をいいます。なお、政令で定める権利の具体例は、消費

者庁ウェブサイトをご参照ください。https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra02.pdf 
4 消費者庁ウェブサイト「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法

律」をご参照ください。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/ 

インターネット通信販売を含む通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売等のようなクーリング・

オフ制度はありませんが、商品又は特定権利3の売買契約の申込みの撤回等が原則可能とされていま

す。ただし、販売業者が通信販売広告等においていわゆる返品特約に関する事項を特定商取引法に

基づき適正に表示した場合には、当該特約に従うこととなります。 

具体的には、通信販売の際、消費者が売買契約を申し込んだり、契約をした場合でも、その契約

に係る商品の引渡し等を受けた日から数えて８日を経過するまでは、消費者は販売業者に対して、

申込みの撤回や契約の解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。ただし、販売業者が広告

等であらかじめ、この申込みの撤回や契約の解除について、特約を表示していた場合は、当該特約

によることとなります。通信販売広告に表示されている返品に関する事項を必ず確認することが大

切です。 

また、「初回お試し価格」等と称して安価な価格で商品を販売する旨が表示されているが、当該価

格で商品を購入するためには、その後通常価格で○回分の定期的な購入が条件とされている等、消

費者が商品の売買契約を２回以上継続して締結する必要がある場合、販売業者は、通信販売広告

に、その旨や金額、契約期間その他の販売条件を表示しなければなりません。 

なお、特定商取引法の一部改正に伴い、「詐欺的な定期購入商法」への対策として、いわゆる定期

購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化、左記の表示によって申込みをした場合に取消しを

認める制度の創設、通信販売の解除の妨害に当たる行為の禁止等が措置される予定です4。 

https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra02.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/
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･ 販売価格（役務の対価）（送料も表示が必要） 

･ 代金（対価）の支払時期、方法 

･ 商品の引渡時期（権利の移転時期、役務の提供時期） 

･ 売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（特約がある場合はその内容） 

･ 販売事業者等の氏名（名称）、住所、電話番号 

･ 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任につ

いて定めがあるときは、その内容 

･ いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境 

･ 商品の売買契約を２回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件 

･ 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件（役務提供条件）があるときは、その内容 

等 

※ 各表示事項の詳細は、特定商取引法ガイド（消費者庁ウェブサイト）をご覧ください。 

https://www.no - trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.html  

  （法第１１条） 

 

◎ 誇大広告等（著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させ

るような表示）は禁止されています。 

（法第１２条） 

 

◎ 消費者があらかじめ承諾しない限り、販売業者等は電子メール広告及びファクシミリ広告を送信す

ることは、原則、禁止されています（オプトイン規制）。 

（法第１２条の３、第１２条の４、第１２条の５） 

 

◎ 消費者が商品の引渡し等を受ける前に、代金の全部又は一部を支払う前払式の通信販売の場合、代

金を受け取り、その後、商品の引渡し等に時間がかかるときは、販売業者等は、その申込みの承諾

の有無等を書面により通知しなければなりません。 

（法第１３条） 

 

◎ 通信販売に係る売買契約等に基づく債務や契約の解除によって生じる債務の全部又は一部の履行を

拒否したり、不当に遅延させることは認められません。また、「顧客の意に反して契約の申込みをさ

せようとする行為」も禁止されています。例えば、インターネット通販において、①あるボタンを

クリックすれば、それが有料の申込みとなることを消費者が容易に認識できるように表示していな

いこと、②申込みをする際、消費者が申込内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置して

いないこと等がこれに当たります。具体的には、消費者庁ウェブサイト「インターネット通販にお

ける『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」をご覧ください。 

https://www.no - trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html  

（法第１４条） 

 

◎ 通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、その契約に係る商品の引渡し

等を受けた日から数えて８日を経過するまでは、消費者は販売業者に対して、申込みの撤回や契約

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.html
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html
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の解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。ただし、販売業者が広告であらかじめ、この

申込みの撤回や契約の解除について、特約を表示していた場合は、特約によります。この返品特約

の表示は、顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示することが必要です。イン

ターネット通信販売の場合は、最終申込み画面においてもいわゆる返品特約の表示が必要です。具

体的には、消費者庁ウェブサイト「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」を

ご覧ください。 

https://www.no - trouble.caa.go.jp/pdf/20200 331ra05.pdf  

（法第１５条の３） 

 

◎ 以下の場合には、通信販売に関する規定が適用されません。 

･ 売買契約等の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの（事業者間取

引） 

･ 本邦外に在る者に対する商品の販売等 

･ 国又は地方公共団体が行う販売等 

･ 特別法に基づく組合等、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの構成員に対して行う販売

等 

･ 事業者がその従業者に対して行う販売等 

･ 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売 

･ 弁護士の行う業務 

･ 他の法律によって消費者保護が適切に図られると認められる商品の販売等（例：金融商品取

引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売等） 

等 

 

 

https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra05.pdf
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（電話勧誘販売） 

１．相談事例 

相談例Ｅ ウェブ会議アプリケーションを使って勧誘され、契約した副業をやめたい                     

会社員の女性がインターネットで副業を探していたところ、事業者Ｘの広告に興味を持ち、ホーム

ページにアクセスした。説明を聞きたいと思い、電子メールで面談の申込みをすると、事業者Ｘから返

信があり、面談はウェブ会議アプリケーションを使用すること、アクセスするためのＩＤやＰＷ等が記

載されていた。 

指定された日時にウェブ会議アプリケーションにアクセスした。面談では、初心者が利益を上げるに

は物販がいいと言われ、デジタルプラットフォームＹやＺで販売することを勧められた。事業者Ｘがコ

ンサルタントとしてサポートする、一日数十分の作業で３万円の収入になる等と言われ、やる気になっ

た。そのまま事業者Ｘの口頭での指示に従って、申込みの入力手続きを進め、契約代金９６８，０００

円のうち、頭金３０万円をクレジットカードの一括払いで決済し、残金はリボ払いとした。 

言われたとおりに副業を始めてみたものの、全く売れず、事業者Ｘの説明に不信感が募っている。解

約できないか。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 販売業者等は、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。 

･ 事業者の氏名（名称） 

特定商取引法では、販売業者等が、電話をかけ又は特定の方法により消費者に電話をかけさせ、

その電話で勧誘を受けたことにより、契約を締結して行う商品の販売等を「電話勧誘販売」として

定義しています。 

「電話をかけ」とは、電話により通話状態に入ろうとすることをいい、販売業者等が消費者に対

して電話をかけることを示しています。有線、無線その他の電磁的方法によって、音声その他の音

響を送り、伝え、又は受けるものである限り、スカイプ等インターネット回線を使って通話するＩ

Ｐ電話等も「電話」に含まれます。 

「電話をかけさせ」る方法は、政令で以下の２つを規定しています。 

（１） 当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要

請すること 

（２） 他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要

請すること 

 なお、「営業のために若しくは営業として締結するもの」は、書面交付義務やクーリング・オフ等

の適用が除外されます。ただし、この営業性要件の該当性の判断に当たっては、当該消費者が契約

の対象となる商品又は役務に関する取引に習熟していると認められるかどうかを検討する必要があ

ると考えられます。本件のような事例における消費者は、その多くが一個人であり、契約の対象と

なる商品又は役務を利用した利益活動に必要な設備等を準備しているわけではなく、これらの商

品、役務又は利益活動に関する知識や経験さえほとんどない者であると思われます。このような場

合、消費者が契約の対象となる商品又は役務に関する取引に習熟しているとはいえないことから、

営業性要件には該当せず、同法の適用除外の対象とはならないと考えられます。 
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･ 勧誘を行う者の氏名 

･ 販売をしようとする商品等の種類 

･ 契約の締結について勧誘する目的である旨 

                                （法第１６条） 

 

◎ 当該売買契約等を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、同じ電話で引き続き、又は再度電

話をかけ直して勧誘をすることは禁止されています。 

（法第１７条） 

 

◎ 消費者から申込みを受けた際や契約を締結した際には、商品等の種類、販売価格、代金の支払時

期・方法、クーリング・オフに関する事項等について記載した書面を交付することが義務づけられ

ています。 

（法第１８条、第１９条） 

 

◎ 消費者が商品の引渡し等を受ける前に、代金の全部又は一部を支払う前払式の電話勧誘販売の場合、

代金を受け取り、その後、商品の引渡し等に時間がかかるときは、販売業者等は、その申込みの承

諾の有無等を書面により通知しなければなりません。 

（法第２０条） 

 

◎ 電話勧誘販売において、以下のような不当な行為は禁止されています。 

･ 売買契約等の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回（契約の解除）を妨げるた

めに、商品の種類や性能等について事実と違うことを告げること 

･ 売買契約等の締結について勧誘を行う際、商品の種類や性能等について故意に事実を告げない

こと 

･ 売買契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回（契約の解除）を妨げるために、相手を威迫し

て困惑させること 

（法第２１条） 

 

◎ 電話勧誘販売において、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法定書面を受け取っ

た日から数えて８日を経過するまでは、消費者は販売業者等に対して、書面によりクーリング・オ

フができます。なお、販売業者等が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げ

たり、威迫することによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上

記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。             

（法第２４条） 

 

◎ 消費者が通常必要とされる分量を著しく超える商品等を購入する契約を締結した場合、契約締結後

１年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます（ただし、消費者にその契約を結ぶ特別

の事情があったときは除きます。）なお、この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様の

清算ルールが適用されます 

（法第２４条の２） 
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◎ 販売業者等が、勧誘に際して、以下のような行為をしたことにより、消費者が誤認して行った契約

の申込みや承諾の意思表示は、取消しができます。その行使期間は、追認をすることができる時か

ら１年間（契約締結の時から５年間）です。 

･ 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 

･ 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 

（法第２４条の３） 

 

◎ クーリング・オフ期間の経過後、代金の支払い遅延等の消費者の債務不履行等を理由として契約が

解除された場合には、販売業者等から法外な損害賠償を請求されることがないように、販売業者等

が以下の額を超えて請求できないことを定めています（以下に法定利率による遅延損害金が加算さ

れます。）。 

･ 商品等が返還された場合、通常の使用料等の額（販売価格から転売可能価格を引いた額が、通

常の使用料等の額を超えているときにはその額） 

･ 商品等が返還されない場合、販売価格に相当する額 

･ 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額 

･ 商品等をまだ渡していない場合（役務を提供する前である場合）、契約の締結や履行に通常要

する費用の額 

（法第２５条） 

 

◎ 以下の場合には、電話勧誘販売に関する規定が適用されません。 

･ 売買契約等の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの（事業者間取

引） 

･ 本邦外に在る者に対する商品の販売等 

･ 国又は地方公共団体が行う販売等 

･ 特別法に基づく組合等、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの構成員に対して行う販売

等 

･ 事業者がその従業者に対して行う販売等 

･ 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売 

･ 弁護士の行う業務 

･ 他の法律によって消費者保護が適切に図られると認められる商品の販売等（例：金融商品取

引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売等） 

･ なお、以下の場合には、特定商取引法第１８条、第１９条及び第２１条から第２５条までの

規定が適用されません。 

･ 売買契約等の申込みをし又は売買契約等を締結するために電話をかけることを請求した

者（電話勧誘行為等によりこれを請求した者を除く）に対して行う電話勧誘販売 

･ 電話勧誘販売の方法による販売等が日常生活の中に支障なく定着している場合 

等 
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（連鎖販売取引） 

１．相談事例 

相談例Ｆ 大学の友人に誘われて契約してしまった                     

大学に入学してしばらく経った６月、友人から、事業者Ｘの英会話レッスンを受けるためのＵＳＢの

購入に興味はないかと誘われた。大学生の間ではやっていて、人脈も広げられるというので、話を聞い

てみてもいいかと思った。 

後日、友人は自分の上司だという人を連れてきて、パソコンで資料を見せながら、今、入会して３０

万円を払えば創業者になれる、月会費は１万円だが、知人を紹介して会員になれば報酬を受け取れる、

昇格すると報酬の割合が上がって儲かる等と言われ、入会することにした。 

入会金３０万円は自分の預金があったので、指定された銀行口座に振り込んだ。しばらくすると、英

会話教材と称するＵＳＢ１本が送られてきたが、使い方の説明を受けていないのでどうしていいかわか

らない。月会費の振込も続けているが、昇格や報酬の話はまったくない。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 統括者（連鎖販売業を実質的に掌握している者）、勧誘者（統括者が勧誘を行わせる者）、一般連鎖

販売業者（統括者又は勧誘者以外の連鎖販売業を行う者）は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘

に先立って、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称（勧誘者、一般連鎖販売業者に

あっては統括者の氏名又は名称を含む）、特定負担を伴う契約について勧誘をする目的である旨、そ

の勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなくてはなりません。 

個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的

に拡大して行う商品・役務の取引のことを「連鎖販売取引」といいます。「あなたが勧誘して組織に

加入する人の提供する取引料の○○パーセントがあなたのものになる」等と言って勧誘し、取引を

行うための条件として、１円以上の負担をさせる場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。特

定商取引法では、次のように定義しています。 

１．物品の販売（又は役務の提供等）の事業であって 

２．再販売、受託販売もしくは販売のあっせん（又は役務の提供もしくはそのあっせん）をする

者を 

３．特定利益が得られると誘引し 

４．特定負担を伴う取引（取引条件の変更を含む）をするもの 

一部の成功例を強調し、あたかも全員が成功するかのように勧誘されることもあります。友人等

からの話であっても安易に信用せず、取引の仕組みやリスク等をよく理解し、冷静な判断をするこ

とが重要です。 

なお、連鎖販売取引の際、消費者（無店舗個人）が契約をした場合でも、法定書面を受け取った

日（商品の引渡しの方が後である場合には、その日）から数えて２０日を経過するまでは、消費者

は連鎖販売業を行う者に対して、書面によりクーリング・オフをすることができます。 

また、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者（無店舗個人）は、クーリング・オフ期間の

経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、一定

の条件を満たせば、商品販売契約を解除することができます（中途解約・返品ルール）。 
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          （法第３３条の２） 

 

◎ 統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者が、契約の締結について勧誘を行う際、又は契約を解除させな

いようにするため、不実のことを告げたり、威迫して困惑させる等の不当な行為を禁止しています。

具体的には以下のようなことが禁じられています。 

･ 勧誘の際、又は契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能等、特定負担、契約解除の条件、

特定利益、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げ

ること 

･ 勧誘の際、又は契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。 

･ 勧誘目的を告げない誘引方法（いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様

の方法）によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴

う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと 

       （法第３４条） 

 

◎ 統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取

引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、商品や役務の種類、特定負担に関する事項、

特定利益について広告をするときはその計算方法、統括者等の氏名（名称）・住所、電話番号等を表

示することが義務づけられています。 

（法第３５条） 

 

◎ 誇大広告等（著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させ

るような表示）は禁止されています。 

（法第３６条） 

 

◎ 消費者があらかじめ承諾しない限り、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が電子メール広告を送

信することは、原則、禁止されています（オプトイン規制）。 

（法第３６の３） 

 

◎ 連鎖販売業を行う者は、契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面（概要書面）、契

約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面（契約書面）を交付しなければな

りません。これらの書面には、クーリング・オフに関する事項等を記載する必要があります。 

（法第 37 条） 

 

◎ 連鎖販売取引において、消費者（無店舗個人）が契約をした場合でも、法定書面を受け取った日

（商品の引渡しの方が後である場合には、その日）から数えて２０日を経過するまでは、消費者は

連鎖販売業を行う者に対して、書面によりクーリング・オフをすることができます。なお、連鎖販

売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫することにより、消費者が誤認・困惑してクーリ

ング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができ

ます。 

（法第４０条） 
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◎ 連鎖販売契約を締結して組織に入会した消費者（無店舗個人）は、クーリング・オフ期間の経過後

も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件

をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。 

･ 入会後１年を経過していないこと 

･ 引渡しを受けてから９０日を経過していない商品であること 

･ 商品を再販売していないこと 

･ 商品を使用又は消費していないこと（その商品を使用又は消費させた場合を除く） 

･ 自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと 

（法第４０条の２） 

 

◎ 連鎖販売業を行う者が、勧誘に際して、以下の行為をしたことにより、消費者が誤認して行った契

約の申込みや承諾の意思表示は取り消すことができます。その行使期間は、追認をすることができ

る時から１年間（契約締結の時から５年間）です。 

･ 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 

･ 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 

（法第４０条の３） 
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（特定継続的役務提供） 

１．相談事例 

相談例Ｇ １８歳の子どもが契約した脱毛エステを解約したい                     

専門学校に通う１８歳の子どもが、Ｘというエステサロンで脱毛エステを契約した。契約期間は２

４ヶ月、支払総額は７０万円だという。渡された書面を見ると、クレジット会社Ｙとの個別信用購入

あっせん契約となっていた。子どもは、Ｘから「支払えなくなったらいつでもやめられる。」等と勧誘

されたようだが、こうした勧誘トークには問題があるのではないか。高額な契約であり、アルバイトを

しているものの収入には限りがあるので、解約したい。 

 

２．消費者の方へのアドバイス  

 

３．参考 

◎ 現在、以下の７つの役務が特定継続的役務として指定されています。 

 

特定商取引法で定める「特定継続的役務提供」とは、政令で定める「特定継続的役務」を、一定

期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを指します。 

具体的には、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上等の目的を実現させることを

もって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務で、「エステ

ティック」、「美容医療」、「語学教室」、「家庭教師」、「学習塾」、「パソコン教室」、「結婚相手紹介

サービス」の７つの役務が政令で指定されています。 

「特定継続的役務提供」に該当する場合には、法定書面を受け取った日から数えて８日を経過す

るまでは、既に役務の提供が行われたときにおいても書面によりクーリング・オフをすることがで

きます。なお、本件のように、特定継続的役務提供契約に係る個別信用購入あっせん契約について

は、割賦販売法に基づき、クーリング・オフ制度が設けられています。個別信用購入あっせん契約

がクーリング・オフされた場合、特定継続的役務提供契約も同時にクーリング・オフされることに

なります。このため、消費者は、個別信用購入あっせん業者に対してクーリング・オフを通知すれ

ばよく、個別信用購入あっせん業者は役務提供事業者に対してその旨を通知しなければなりませ

ん。 

また、特定商取引法に基づき、クーリング・オフ期間の経過後であっても役務提供期間内であれ

ば、消費者は将来に向かって契約を解除することができます（中途解約）。 
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（※１）役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれま

す。 

（※２）「家庭教師」及び「学習塾」には、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆるお受験対策は含ま

れません。 

（※３）「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務は含まれません。高校生と浪人生が両方含まれる

コースは全体として対象になります。 

（※４）入学金、受講料、教材費、関連商品の販売等、契約金の総額が５万円を超えていると対象になり

ます。 

（法第４１条） 

 

 

特定継続的役務（※１） 期間 金額 

いわゆるエステティック 

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重

を減ずるための施術を行うこと（いわゆる美容医療を除く。） 

１月を 

超えるもの 

いずれも 

５万円を 

超えるもの 

（※４） 

いわゆる美容医療  

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減

じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他

の治療を行うこと（美容を目的とするものであって、主務省

令で定める方法によるものに限る。） 

１月を 

超えるもの 

いわゆる語学教室 

語学の教授（入学試験に備えるため又は大学以外の学校にお

ける教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。） 

２月を 

超えるもの 

いわゆる家庭教師（※２） 

学校（小学校及び幼稚園を除く。）の入学試験に備えるため又

は学校教育（大学及び幼稚園を除く。）の補習のための学力の

教授（役務提供事業者が用意する場所以外の場所において提

供されるものに限る。） 

２月を 

超えるもの 

いわゆる学習塾（※２）（※３） 

入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校（大

学及び幼稚園を除く。）の児童、生徒又は学生を対象とした学

力の教授（役務提供事業者の事務所その他の役務提供事業者

が当該役務提供のために用意する場所において提供されるも

のに限る。） 

２月を 

超えるもの 

いわゆるパソコン教室 

電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は

技術の教授 

２月を 

超えるもの 

いわゆる結婚相手紹介サービス 

結婚を希望する者への異性の紹介 

２月を 

超えるもの 
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◎ 役務提供事業者等が特定継続的役務提供（特定権利販売）について契約する場合は、契約の締結前

には、当該契約の概要を記載した書面（概要書面）、契約の締結後には、遅滞なく、契約内容につい

て明らかにした書面（契約書面）を交付しなければなりません。これらの書面には、クーリング・

オフに関する事項等を記載する必要があります。 

（法第４２条） 

 

◎ 誇大広告等（著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させ

るような表示）は禁止されています。 

 （法第４３条） 

 

◎ 特定継続的役務提供において、以下のような不当な行為は禁止されています。 

･ 勧誘の際、又は契約の解除を妨げるために、役務の種類や内容、効果等について事実と違うこ

とを告げること 

･ 勧誘の際、役務の種類や内容、効果等について故意に事実を告げないこと 

･ 勧誘の際、又は契約の解除を妨げるために、相手を威迫して困惑させること 

（法第４４条） 

 

◎ 特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法定書面を受け取った日から数えて８日

を経過するまでは、消費者は役務提供事業者等に対して、書面により契約（関連商品※の販売契約

を含む）のクーリング・オフをすることができます。なお、役務提供事業者等が、事実と違うこと

を告げたり威迫することにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、

上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。クーリング・オフを行った場

合、消費者が既に商品若しくは権利を受け取っている場合には、販売業者等の負担によって、その

商品若しくは権利を引き取ってもらうことができます。また、既に役務の提供を受けている場合で

も、消費者はその対価を支払う必要はありません。さらに、損害賠償や違約金を支払う必要もなく、

頭金等を支払っている場合には、速やかにその金額を返してもらうことができます。ただし、法定

書面を受領した場合で、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品（いわゆる健康食品、

化粧品等）を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。 

※ 「関連商品」とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政

令で定められている商品のことです。消費者が本体の契約をクーリング・オフ（又は中途解

約）した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ（又は中途解約）することが

できます。具体的には、以下のものが関連商品として指定されています。 

･ エステティックについては 

 いわゆる健康食品 

 化粧品、石けん（医薬品を除く）及び浴用剤 

 下着類・美顔器、脱毛器  

･ 美容医療については 

 いわゆる健康食品 

 化粧品 
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 マウスピース（歯牙の漂白のために用いられるものに限る。）及び歯牙の漂白剤 

 医薬品及び医薬部外品であって、美容を目的とするもの  

･ 語学教室、家庭教師、学習塾については 

 書籍（教材を含む） 

 カセット・テープ、CD、CD - ROM 、DVD 等 

 ファクシミリ機器、テレビ電話 

･ パソコン教室については 

 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び付属品 

 書籍、カセット・テープ、CD、CD - ROM 、DVD 等  

･ 結婚相手紹介サービスについては 

 真珠並びに貴石及び半貴石 

 指輪その他の装身具  

（法第４８条、政令第１４条） 

 

◎ 消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供契約

（関連商品の販売契約を含む）を解除することができます（中途解約）。その際、事業者が消費者に

対して請求し得る損害賠償等の額の上限は、以下のとおりです。当該額以上の額を既に受け取って

いる場合には、残額を返還しなければなりません。 

 

 

契約の解除が役務提供開始前である場合 

契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額 

エステティック ２万円 

美容医療 ２万円 

語学教室 １万５千円 

家庭教師 ２万円 

学習塾 １万１千円 

パソコン教室 １万５千円 

結婚相手紹介サービス ３万円 
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 ※契約残額とは、契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価に相当  

する額を差し引いた額のことです。 

（法第４９条） 

 

◎ 役務提供事業者等が、勧誘に際して、以下の行為をしたことにより、消費者が誤認して行った契約

の申込みや承諾の意思表示は取り消すことができます。その行使期間は、追認をすることができる

時から１年間（契約締結の時から５年間）です。 

･ 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容を事実と誤認した場合 

･ 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 

（法第４９条の２） 

 

◎ 以下の場合には、特定継続的役務提供に関する規定が適用されません。 

･ 特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するもの（事業者間取引） 

･ 本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供 

･ 国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供 

･ 特別法に基づく組合等、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの構成員に対して行う特定

継続的役務提供 

･ 事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供 

等 

 

◎ なお、特定商取引法の特定継続的役務提供のほか、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務

提供誘引販売取引における販売契約に係る個別信用購入あっせん契約については、割賦販売法に

クーリング・オフ制度が設けられています。個別信用購入あっせん契約がクーリング・オフされた

場合、販売契約も同時にクーリング・オフされます。消費者は、個別信用購入あっせん業者に対し

てのみクーリング・オフを通知すればよく、個別信用購入あっせん業者は販売業者に対してその旨

を通知しなければなりません。 クーリング・オフの効力は、その通知を発送した時点で生じます。

また、クーリング・オフ期間の起算点は個別信用購入あっせん契約締結書面の受領日となります

契約の解除が役務提供開始後である場合（ａとｂの合計額） 

ａ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 

ｂ 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令 

で定める以下の額 

エステティック ２万円又は契約残額※の１０％に相当する額のいずれか低い額 

美容医療 ５万円又は契約残額の２０％に相当する額のいずれか低い額 

語学教室 ５万円又は契約残額の２０％に相当する額のいずれか低い額 

家庭教師 
５万円又は当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業

料相当額のいずれか低い額 

学習塾 
２万円又は当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業

料相当額のいずれか低い額 

パソコン教室 ５万円又は契約残額の２０％に相当する額のいずれか低い額 

結婚相手紹介サービス ２万円又は契約残額の２０％に相当する額のいずれか低い額 
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（それよりも前に契約申込み書面を受領した場合は、当該申込み書面の受領日になります。）。その

際、個別信用購入あっせん業者や販売業者の不実告知により消費者が誤認したり、威迫して困惑す

る等のいわゆるクーリング・オフ妨害があった場合にはクーリング・オフ期間は進行しません。

クーリング・オフ後の個別信用購入あっせん業者・販売業者・消費者の三者間の清算方法も定めら

れています。個別信用購入あっせん業者は、販売業者に支払った立替金に相当する額を消費者に請

求することはできません。消費者は、個別信用購入あっせん業者に既に支払った金額の返還を受け

ることができます。また、消費者は商品を販売業者に返還し、販売業者は頭金等の消費者から受け

取った金額を返金しなければなりません。販売業者は個別信用購入あっせん業者から支払われた立

替金を返還することになります。なお、特定商取引法で適用除外とされる商品・役務については、

個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフも適用除外となります。 

（割賦販売法第３５条の３の１０、第３５条の３の１１） 
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（業務提供誘引販売取引） 

１．相談事例 

相談例Ｈ 声優のアルバイトのオーディションに合格し、有償のレッスン契約を結んだ                     

インターネットの求人サイトで、声優のアルバイト募集の広告を見て、応募した。面接を受け、オー

ディションに合格し、レコーディング契約とキャスティング契約を結んだ。その際、仕事をするには１

３２，０００円のレッスンを受けてもらう必要があるが、このレッスンを受ければ声優やナレーターの

仕事が入るので儲かると言われたので、同意した。契約から数日後、やはりやめたいと申し出たところ、

「詐欺で訴える」と言われてしまい、仕方なく続けることにした。 

何度かレッスンを受け、先日、ようやく初めてのレコーディングをした。しかし、報酬はＣＤが１万

枚以上売れたら１，１００円支払うというもので、聞いていた話と全く違っていた。 

事業者からはレッスン料の残金を早く支払うよう言われている。契約書には、仕事をしない場合や解

約した場合には多額の違約金を請求すると書かれており、また「訴える」と言われるのではないかと思

うと、怖くて解約を申し出ることができない。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 「業務提供誘引販売取引」に当たる例として、例えば、以下のようなものがあります。 

･ 販売されるソフトウェア等を使用して行うホームページ作成の在宅ワーク 

「仕事を提供するので収入が得られる」等と消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を

販売して金銭負担を負わせる取引のことを「業務提供誘引販売取引」といいます。特定商取引法で

は、次のように定義しています。 

１．物品の販売又は役務の提供（そのあっせんを含む）の事業であって 

２．業務提供利益が得られると相手方を誘引し 

３．その者と特定負担を伴う取引をするもの 

ここでいう「業務提供利益」とは、業務提供誘引販売取引の相手方を勧誘する際の誘引の要素と

なる利益であり、その利益とは、提供又はあっせんされる業務に従事することにより得られる利益

のことです。また、「業務」とは、「その商品の販売」等を行う者が「自ら提供を行う」もの又は

「あっせんを行う」ものであり、商品の販売等をする者と業務の提供をする者が異なる場合であっ

ても、商品の販売等をする者が業務の提供をあっせんする場合には、ここに該当することとなりま

す。 

業務提供誘引販売取引では、契約の相手方となる消費者が契約をした場合でも、法定書面を受け

取った日から数えて２０日を経過するまでは、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書

面によりクーリング・オフをすることができます。 

なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫することにより、消費者

が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者は

クーリング・オフができます。この場合、業務提供誘引販売業を行う者は契約の解除に伴う損害賠

償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業務提供誘引販売業を行う者の負担となり

ます。ただし、原状回復については、契約の当事者双方が負うことになります。業務提供誘引販売

業を行う者は支払われた代金等を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を返還します。 
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･ 販売される着物を着用して展示会で接客を行う業務 

･ 販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務 

･ 購入したチラシを配布する仕事 

･ パソコン研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うデータ入力 

 

◎ 業務提供誘引販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、以下の事項を告げなけ

ればなりません。 

･ 業務提供誘引販売業を行う者の氏名（名称） 

･ 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 

･ その勧誘に関する商品又は役務の種類 

（法第５１条の２） 

 

◎ 業務提供誘引販売取引において、以下のような不当な行為は禁止されています。 

･ 勧誘の際、又は契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能等、特定負担、契約解除の条件、

業務提供利益、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを

告げること 

･ 勧誘の際、又は契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること 

･ 勧誘目的を告げない誘引方法（いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様

の方法）により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、業務提供誘引

販売取引についての契約の締結について勧誘を行うこと 

（法第５２条） 

 

◎ 業務提供誘引販売取引について広告する場合には、商品（役務）の種類、特定負担に関する事項等、

法で定めた記載事項を表示することが義務づけられています。 

（法第５３条） 

 

◎ 誇大広告等（著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させ

るような表示）は禁止されています。 

（法第５４条） 

 

◎ 消費者があらかじめ承諾しない限り、業務提供誘引販売を行う者が業務提供誘引販売取引に係る電

子メール広告を送信することは、原則禁止されています。(オプトイン規制)。 

（法第５４条の３） 

  

◎ 業務提供誘引販売業を行う者は、契約の締結前には、当該業務提供誘引販売業の概要を記載した書

面（概要書面）、契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面（契約書面）を

交付しなければなりません。これらの書面には、クーリング・オフに関する事項等を記載する必要

があります。 

（法第５５条） 
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◎ 業務提供誘引販売取引において、消費者が契約をした場合でも、法定書面を受け取った日から数え

て 20 日を経過するまでは、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面によりクーリン

グ・オフをすることができます。なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言った

り威迫することにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間

を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。 

（法第５８条） 

 

◎ 業務提供誘引販売業を行う者が、勧誘に際して、以下の行為をしたことにより、消費者が誤認して

行った契約の申込みや承諾の意思表示は取り消すことができます。その行使期間は、追認をするこ

とができる時から１年間（契約締結の時から５年間）です。 

･ 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容を事実と誤認した場合 

･ 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 

（法第５８条の２） 

 

◎ クーリング・オフ期間の経過後、代金の支払い遅延等の消費者の債務不履行等を理由として契約が

解除された場合には、業務提供誘引販売業を行う者から法外な損害賠償を請求されることがないよ

うに、以下の額を超えて請求できないことを定めています（以下に法定利率による遅延損害金が加

算されます。）。 

･ 商品等が返還された場合、通常の使用料の額（販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常

の使用料の額を超えているときにはその額） 

･ 商品等が返還されない場合、販売価格に相当する額 

･ 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額 

･ 商品等をまだ渡していない場合（役務を提供する前である場合）、契約の締結や履行に通常要

する費用の額 

（法第５８条の３） 
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（訪問購入） 

１．相談事例 

相談例Ｉ 売るつもりのなかったネックレスを買い取られてしまった                     

自宅にキャラクターグッズや家電製品がたくさんあり、処分したいと思っていたところ、ポスティン

グされていたチラシを思い出し、そこに書かれていた不用品買取業者に電話をかけ、「キャラクター

グッズや家電がたくさんあるので見に来てもらえないか。」と依頼した。 

翌日、買取業者が自宅を訪問し、買い取って欲しい商品を見てもらったところ、「値が付かないです

ね。これ以外にアクセサリー類はないですか。」と言われたので、見てもらうつもりのなかったブラン

ド品のネックレスをつい出してしまった。すると、買取業者は、「このネックレスは８，０００円です。

売ってくれるなら、キャラクターグッズや家電とまとめて９，０００円で引き取ります。」と言った。

決めきれずに迷っていると、「早く決めてもらえませんか。」と急かされたので、９，０００円で全部売

ることにしてしまった。 

しかし、買取業者が帰った後で、やはりネックレスを売ってしまったことを後悔した。ネックレスは

諦めるしかないのだろうか。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 購入業者は、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。 

･ 購入業者の氏名（名称） 

･ 契約の締結について勧誘する目的である旨 

                                                
5 売主である消費者の利益を損なうおそれがないと認められる物品又は訪問購入に関する規制の対象となった場合に流通が著

しく害されるおそれがあると認められる物品として、政令で定める物品を除きます。具体例は、消費者庁ウェブサイトをご参

照ください。https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra08.pdf 

物品の購入を業として営む者が、消費者の自宅等を訪問して行う物品5 の購入は「訪問購入」と

して特定商取引法の規制を受けます。 

購入業者には、勧誘目的の明示や書面の交付等が義務づけられています。また、訪問購入に係る

売買契約の締結について勧誘の要請をしていない者に対し、消費者の自宅等で売買契約の締結につ

いて勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認することは禁止されています（不招請勧誘の禁

止）。いわゆる飛込み勧誘や、単に消費者から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行

うことは、同法に抵触することになります。例えば、「不要な食器を売りたいので、契約について

話を聞きたい。」と、ある特定の物品について消費者から要請を受けて訪問をする場合であって

も、訪問した際に「いらない指輪もあれば、売ってくれないか」等とその他の物品について勧誘を

すること又は勧誘を受ける意思を確認することは禁止されます。 

訪問購入の際、法定書面を受け取った日から数えて８日を経過するまでは、売主である消費者は

購入業者に対して、書面によりクーリング・オフをすることができます。クーリング・オフを行っ

た場合、既に物品を購入業者に引き渡していたり、売却した代金を受け取っている場合には、購入

業者の負担によって、物品を返却してもらったり、売却した代金を返却することができます。ま

た、クーリング・オフの効果は第三者に及ぶことになります（ただし、第三者がクーリング・オフ

される可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除きます。）。 

https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra08.pdf
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･ 購入しようとする物品の種類 

                                （法第５８条の５） 

 

◎ 購入業者は、勧誘の要請をしていない消費者に対し、消費者の自宅等で勧誘をし、又は勧誘を受け

る意思の有無を確認してはいけません。いわゆる飛び込み勧誘や、単に消費者からの査定の依頼が

あった場合に、査定を超えて勧誘を行うことはできません。また、訪問購入を行うときは、勧誘に

先立って勧誘を受ける意思があることを確認しなければなりません。消費者が契約締結の意思がな

いことを示したときは、その訪問時にそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘すること

も禁止されています。 

（法第５８条の６） 

 

◎ 購入業者は、申込みを受けた際や契約を締結した際には、物品の種類、購入価格、代金の支払時

期・方法、物品の引渡時期・方法、クーリング・オフに関する事項等について記載した書面を交付

しなければなりません。         

（法第５８条の７、第５８条の８） 

 

◎ 購入業者は、クーリング・オフ期間内に売主である消費者から直接物品の引渡しを受ける時は、消

費者に対して、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません。  

（法第５８条の９） 

 

◎ 訪問購入において、以下のような不当な行為は禁止されています。 

･ 売買契約等の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回（契約の解除）を妨げるた

めに、物品の種類や性能等について事実と違うことを告げること 

･ 売買契約等の締結について勧誘を行う際、物品の種類や性能等について故意に事実を告げない

こと 

･ 売買契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回（契約の解除）を妨げるために、相手を威迫し

て困惑させること 

･ 売買契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡しに関する重

要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困

惑させること 

                   （第５８条の１０） 

 

◎ 購入業者は、売主である消費者から物品の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内に第三者に

当該物品を引き渡したときは、以下の事項を遅滞なく売主である消費者に通知しなければなりませ

ん。 

･ 第三者の氏名（名称）、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名 

･ 物品を第三者に引き渡した年月日 

･ 物品の種類 

･ 物品名 

･ 物品の特徴 
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･ 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるとき

は、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式 

･ その他売主である消費者が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項 

（第５８条の１１） 

 

◎ 購入業者がクーリング・オフ期間内に売主である消費者から引渡しを受けた物品を第三者に引き渡

すときは、第三者に対して、引き渡した物品がクーリング・オフの対象物品であること等を書面で

通知することが義務づけられています。 

（法第５８条の１１の２） 

 

◎ 訪問購入契約が締結された場合であっても、法定書面を受け取った日から数えて８日を経過するま

では、購入業者に対して、書面によりクーリング・オフができます。なお、購入業者が、クーリン

グ・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫することによって、相手方が誤認・困

惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリング・

オフができます。クーリング・オフを行った場合、相手方は、既に物品を購入業者に引き渡してい

たり、売却した代金を受け取っている場合には、購入業者の負担によって、物品を返却してもらっ

たり、売却した代金を返還することができます。損害賠償や違約金を支払う必要もありません。ま

た、クーリング・オフの効果は第三者に及ぶことになります（ただし、第三者がクーリング・オフ

される可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除きます。） 。  

（法第５８条の１４） 

 

◎ 売主である消費者は、クーリング・オフ期間内は、債務不履行の責を負うことなく、購入業者に対

し物品の引渡しを拒むことができます。 

（法第５８条の１５） 

 

◎ クーリング・オフ期間の経過後、物品の引渡し遅延等の消費者の債務不履行等を理由として契約が

解除された場合には、購入業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、以下の額を超

えて請求できないことを定めています（以下に法定利率による遅延損害金が加算されます。）。 

･ 購入業者から代金が支払われている場合、当該代金に相当する額 

･ 購入業者から代金が支払われていない場合、契約の締結や履行に通常要する費用の額 

（法第５８条の１６） 

 

◎ 以下の場合には、訪問購入に関する規定が適用されません。 

･ 売買契約の申込みをした者等が営業のために若しくは営業として締結するもの（事業者間取

引） 

･ 本邦外に在る者に対する訪問購入 

･ 国又は地方公共団体が行う訪問購入 

･ 特別法に基づく組合等、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの構成員に対して行う訪問

購入 

･ 事業者がその従業者に対して行う訪問購入 
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･ なお、以下の場合には、特定商取引法第５８条の６第１項及び第５８条の７から第５８条の

１６までの規定が適用されません。 

･ その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対

して行う訪問購入 

･ 訪問購入の方法による購入が日常生活の中に支障なく定着している場合 

等 
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（送り付け商法） 

１．相談事例 

相談例Ｊ 注文した覚えのないマスクが突然届いた                    

 自宅に突然荷物が届いた。Ａ国からの国際郵便で、使い捨てマスク２０枚と紙が１枚入っていた。そ

の紙には、gift と sale とあり、sale にチェックが入れられていて、８ドルと書かれていた。８ドルで

買えという意味なのかもしれない。 

 注文した覚えが全くないのだが、支払わなければならないのか。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 申込者等以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又

は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品について売買契約の申込みをし、かつ、そ

の申込みに係る商品を送付した場合には、販売業者は送付した商品の返還を請求することができま

せん（ただし商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の

申込みについては適用されません）。また、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付

した場合には、販売業者は送付した商品の返還を請求することができません。        

（法第５９条、第５９条の２） 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 消費者庁ウェブサイト「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法

律」をご参照ください。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/ 

特定商取引法では、売買契約の申込みや売買契約の締結をしていない消費者に対して、一方的に

商品を送り付け、消費者から商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り勝手に購入の意思があ

るとみなしてその代金の請求をするいわゆる「ネガティブ・オプション」（送り付け商法）に関す

る規定を定めています。 

これまでは、商品の送付があった日を含む１４日間、又は商品の引取りの請求をした日を含む７

日間が経過した場合、販売事業者は商品の返還を請求することができなくなると規定されていまし

たが、特定商取引法の一部改正に伴い、令和３年７月６日からは、販売業者は直ちにその商品の返

還を請求することができないこととなりました。すなわち、売買契約に基づかない一方的な商品の

送付を受けた消費者は、直ちにその商品を処分することが可能となりました6。 

売買契約に基づかないで商品が送付された場合、まずは受け取らず、受け取ったとしても慌てて

販売業者に連絡してはいけません。代金を支払う必要はありませんし、販売業者から送り返してほ

しいと言われても応じる必要もありません。販売業者から代金の請求等があったら最寄りの消費生

活センターに相談することをお薦めします。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/
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（先物取引）  

１．相談事例  

相談例Ｋ 何度も勧誘され金の先物取引を契約してしまったが、損失が出て困っている                     

Ｘと名乗る事業者から、自宅に電話があり、金の商品先物の国内市場取引を勧誘された。最初は断っ

ていたが、職場にまで販売員が来るようになり、とうとう契約をしてしまった。 

 その後、金の価格が下がり、損失が出て困っている。自己責任だとは思うが、何とか被害回復できな

いだろうか。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

 

３．参考 

◎ 商品先物取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引の目的に照らして不適当と認め

られる勧誘を行い、顧客の保護に欠けるような取引を行ってはなりません。 

 （法第２１５条） 

 

◎ 以下のような不当な勧誘等は禁止されています。 

･ 「必ず儲かる」等、利益を生じることが確実であると誤認させるような断定的判断を

提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること 

･ 顧客に対し虚偽のことを告げること 

･ 数量、対価の額等についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること 

商品先物取引とは、将来の一定期日に一定の商品を売り又は買うことを約束して、その価格を現

時点で決める取引です。特徴としては以下があります。 

（１） この将来の約束期日以前であればいつでも、反対売買（買っていたものを転売し、又は

売っていたものを買い戻すこと）をして、取引開始時点と反対売買時点の商品価格の差

額を清算して取引を終了（差金決済）することができること 

（２） 取引に入る段階で必要な資金は、「証拠金」（商品価格の概ね５～１０％）という担保金

であり、これを預託することによって大きな取引（商品価格の総額は１０～２０倍もの

額となります）ができるレバレッジ（テコの原理）による取引であること 

このように、証拠金の額に比べて１０～２０倍の取引をするため、相場の変動により大きな利益

を期待できる反面、大きな損失を被る可能性もある「ハイリスク・ハイリターン」の取引です。商

品の価格は日々変動するため、相場の動きを自ら確認できる方法等を知った上で、自己責任のもと

で取引を行ってください。 

なお、商品先物取引法では、商品先物取引業者に対して、商品先物取引の仕組み・リスク等の説

明を義務づけるとともに、利益を生じることが確実であると誤認させるような断定的な判断の提供

や迷惑勧誘等の不当な勧誘を禁止しています。また、取引の申込み等を行わないことを意思表示し

た顧客に対して勧誘することや、勧誘の要請をしていない顧客への訪問や電話による勧誘も禁じら

れています（一部例外規定あり）。 

国内商品取引所取引、海外商品取引所取引及び店頭商品デリバティブ取引を業として行う事業者

は、国から「商品先物取引業者」として許可を受けなければなりません。許可事業者かどうかを必

ず確認してください。 
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･ 顧客からの注文を執行する前に自己のために売付け又は買付けをすること 

･ 取引を行わない旨の意思表示をした顧客に対し、勧誘すること 

･ 顧客に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘すること 

･ 勧誘に先立ち、会社名や商品先物取引の勧誘である旨を告げないこと、勧誘を受ける

意思の確認を行わないこと 

･ 勧誘の要請をしていない個人顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約

の締結を勧誘すること 

･ 取引を止めたいと申し出た顧客者に対して取引継続を勧めること 等 

（法第２１４条、施行規則第１０３条） 

 

◎ 商品先物取引業者は、契約締結前に、顧客に対して法令で定められた記載事項を記載した書面を交

付するとともに、交付書面に掲げる事項について商品先物取引の仕組みやリスク等を説明すること

が義務づけられています。 

（法第２１７条、第２１８条） 

 

◎ 商品先物取引業者は、契約締結前の措置として、ハイリスク取引の未経験者に対して、年齢、年収

又は金融資産申告書の確認、取引のリスク（損失額が証拠金の額を上回るおそれがあること等）を

理解していることを確認するテストを実施することが義務づけられています。さらに、契約後の措

置として、上記未経験者に対しては、契約を締結した日から１４日以内を熟慮期間として設定し、

その期間を経過しないと取引の勧誘を行うこと及び取引の指示を受けることができないとしていま

す。未経験者から申込みを受けた事業者は、投資上限額を設定し（年収と保有金融資産額の合計の

３分の１の額を上限額とし、その額を超えて設定してはならない）、契約締結から１年間は、投資

上限額を超えた取引証拠金等を受領できず、証拠金が投資上限額に達した場合には、決済を結了し

なければならないとしています。 

（施行規則第１０２条の２） 

 

◎ 商品先物取引業者、顧客側のいずれも損失補填の申込みや約束等をすること、実際に補填をするこ

とを禁止しています。                        

（法第２１４条の３） 

 

◎ 取引の媒介を行う商品先物取引仲介業者についても、顧客に対し、取引の仕組みやリスクを説明す

る義務があり、顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認

させるおそれがあることを告げて勧誘すること等が禁止されています。 

（法第２４０条の１６、第２４０条の１７、第２４０条の１８） 

 

◎ 経済産業省では、商品先物取引業者や商品先物取引仲介業者の許可等について公表しています。無

許可事業者から勧誘を受けても、契約・取引を行わないよう注意してください。 

http://www.meti.go.jp/policy/commerce/index.html  

（法第１９２条、第２４０条の３） 

 

http://www.meti.go.jp/policy/commerce/index.html
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◎ なお、令和２年７月２７日以降、貴金属（金、白金、銀、パラジウム）、ゴム（ＲＳＳ、ＴＳＲ）、

農産物（一般大豆、小豆、トウモロコシ）は、株式会社東京商品取引所から、株式会社大阪取引所

へ移管されました。これにより、株式会社大阪取引所に上場されている左記商品については、金融

商品取引法の下での取引が行われることになっています。 
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（製品の安全性） 

１．相談事例 

相談例Ｌ インターネット通販で購入した製品にＰＳＥマークがない              

自宅でスティック型の充電式掃除機を使っており、インターネットショッピングモールでバッテリー

パックを購入した。代金はクレジットカードの一括払いで決済した。 

後日、自宅に届いたので開封すると、海外メーカー製のようでＰＳＥマークが付いておらず、純正品

でないことがわかった。このまま使用していいだろうか。 

 

２．消費者の方へのアドバイス 

                                                
7 「リチウムイオン蓄電池」の場合、単電池一個当たりの体積エネルギー密度が４００Ｗｈ／Ｌ以上のもの（自動車用、原動

機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く。）が対象です。なお、対象となる電気用品等は、区分及

び品目ごとに対象となる範囲（定格消費電力の上限等）が政令で定められています。 
8 対象製品の詳細は、経済産業省ウェブサイトをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/system/07.html 

製品安全４法（消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律、ガス事業法及び電気用品安全法）では、危害発生のおそれのある製品を指定し、製造の事

業を行う者等に対して、国が定めた技術基準の遵守を義務づけています。 

技術基準に適合する製品について、製造又は輸入の事業を行う者は、ひし形又は丸形のＰＳ

マークを表示することができます。製造、輸入又は販売の事業を行う者はＰＳマークの表示が付

されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。 

バッテリーパックは、電気用品安全法に基づくＰＳＥマークの表示対象である可能性が考えら

れます7。この場合、製造又は輸入の事業を行う者は、技術基準に適合する製品について、ＰＳＥ

マークを付すことができます。また、製造、輸入又は販売の事業を行う者は、ＰＳＥマークが付

されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。 

ＰＳＥマークの表示のない製品は、技術基準を満たしておらず、安全性が確認されていない可

能性があり、注意が必要です。このような製品であった場合は、経済産業省製品安全課

（metipsd - ihan@meti.go.jp ）まで情報をお寄せください。 

 

＜ＰＳマーク表示義務がある主な対象製品8＞ 

 
 

https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/system/07.html
mailto:metipsd-ihan@meti.go.jp
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３．参考 

◎ 電気用品安全法では、規制の対象となる電気用品等を政令で品目指定しています。 

･ 電気用品：電気事業法に基づく一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられ

る機械、器具又は材料 

･ 特定電気用品：構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそ

れが多い電気用品 

･ 特定電気用品以外の電気用品：電気用品であって特定電気用品以外の電気用品 

（法第２条、政令第１条） 

 

◎ 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分に従い、事業開始の日から３０日以内

に、経済産業大臣に届け出なければなりません。 

（法第３条） 

 

◎ 届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合、技術上の基準に適合するよう

にしなければなりません。また、これらの電気用品について検査を行い、検査記録を作成し、保存

しなければなりません。なお、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合は、当該特

定電気用品を販売するときまでに、登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書等の

交付を受け、保存しなければなりません。 

（法第８条、第９条） 

 

◎ 届出事業者は、事業の届出及び技術基準の適合の義務を履行したときは、当該電気用品にＰＳＥ

マークを表示することができます。また、左記以外の場合、電気用品にＰＳＥマークの表示又はこ

れと紛らわしい表示をすることは禁止されています。 

（法第１０条、第１２条） 

 

◎ 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、ＰＳＥマークが付されているものでなければ、

電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。ただし、特定の用途に使用される電

気用品について、経済産業大臣の承認を受けたときはこの限りではありません。 

（法第２７条） 

 

◎ 経済産業大臣は、法律の施行に必要な限度において、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う

者等に対して、その業務に関して報告をさせることができます。また、立入検査等を行うことがで

きます。 

（法第４５条、第４６条） 

 

◎ 経済産業大臣は、届出事業者が技術基準適合義務等に違反していると認める場合には、届出事業者

に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法に関し必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができます。 

（法第１１条） 
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◎ 経済産業大臣は、以下の場合において、届出事業者に対し、１年以内の期間を定めて届出に係る型

式の電気用品にＰＳＥマークの表示を付することを禁止することができます。 

･ 技術基準に適合していない電気用品を製造又は輸入した場合において、危険又は障害の発生を

防止するために特に必要があると認めるとき 

･ 検査記録の作成・保存義務や特定電気用品の製造・輸入に係る技術基準適合性検査の受検義務

を履行しなかったとき 等 

（法第１２条） 

 

◎ 経済産業大臣は、届出事業者等による無表示品の販売、技術基準不適合品の製造、輸入又は販売に

より危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合、当該危険又は障害の拡大を防止するため

特に必要があると認めるときは、届出事業者等に対して、販売した当該電気用品の回収を図ること

その他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ず

ることができます。 

（法第４２条の５） 


